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川口市特別職報酬等審議会条例（抄） 

（昭和 39 年 7 月 1 日条例第 38 号） 

(設置) 

第 1 条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、この

市に川口市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第 2 条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料

の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員

報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。 

 (委員) 

第 3 条 審議会は、委員 10 人をもって組織する。 

2 委員は、川口市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必

要の都度、市長が任命する。 

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 (会長) 

第 4 条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代

理する。 

(会議) 

第 5 条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

(庶務) 

第 6 条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

 (委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
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川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例（抄） 

（昭和 42 年 4 月 1 日条例第 5 号） 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 204 条第 3 項

の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅

費に関し必要な事項を定めるものとする。 

(給与) 

第 2 条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当

とする。 

(給料) 

第 3 条 市長等の給料の月額は、別表第 1 のとおりとする。 

(地域手当) 

第 4 条 地域手当の月額は、給料の月額に川口市職員の給与に関する条例

(昭和 26 年条例第 17 号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)

に支給される地域手当の算定に用いる割合を乗じて得た額とする。 

(期末手当) 

第 6 条 市長等で、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下これらの日を「基準日」と

いう。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前

1 箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100

号)第 11 条第 1 項各号(第 1 号を除く。)、同法第 252 条又は政治資金規正

法(昭和 23年法律第 194号)第 28条の規定に該当して失職した場合を除く。

次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日にお

いて、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とす

る。 

附 則 

4 当分の間、給料の月額は、第 3 条の規定にかかわらず、同条に定める給料

の月額からその額に 100 分の 6 を乗じて得た額を減じた額とする。 

別表第 1(第 3 条関係) 

職名 給料の月額 

市長 1,146,000 円

副市長 942,000 円
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1/1 

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（抄） 

（昭和42年４月１日条例第４号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第４項の規定に基づ

き、議会の議長、副議長及び議員（以下「議会の議員」という。）の議員報酬、期

末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

（議員報酬） 

第２条 議会の議員の議員報酬の月額は、別表第１のとおりとする。 

（期末手当） 

第４条 議会の議員で６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前１箇月以内に任

期が満了し、辞職し、失職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第１項各号

（第１号を除く。）又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。）し、

除名され、死亡し又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者（これらの基準

日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。）についても、

同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段に規定する者にあっては、

任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は任期終了の日現在）において前項に規定す

る者が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額

の合計額に、６月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合にお

いては100分の190を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗

じて得た額とする。 

別表第１（第２条関係） 

職名 議員報酬の月額 

議長 728,000円

副議長 664,000円

議員 621,000円
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（１）市税収入（単位：百万円） 同規模中核市における市税収入一覧

（２）財政力指数

同規模中核市における財政力指数一覧

※市税収入とは・・・市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、都市計画税などの地方税の
合算額となります。
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順位自治体名 Ｈ２７ Ｈ２８ 順位
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姫路市 0.86 5

船橋市 0.95 2

八王子市 0.94 4

自治体名 Ｈ２７ 順位 Ｈ２８ 順位

Ｈ２９ 順位 ３ヵ年度平均 順位

98,082

89,168

96,458

68,307

86,794

3

4

2

5

1

93,344

95,222

98,950

89,959

96,511

Ｈ２９ 順位 ３ヵ年度平均 順位

89,848

97,319

68,246

86,540

4

3

1

5

2

7

6

7

6

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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川口市 0.95 2 0.96 2 0.97 2 0.96 2

宇都宮市 0.96 1 0.98 1

7

川口市財政状況等調 ※川口市決算カードなどから抜粋

※財政力指数とは・・・地方公共団体の財政力を示す数値で、財政上の収入額を財政上の需要
額で割った数値。財政力指数が高いほど、需要に対する収入が確保できており、財源に余裕が
あると言われています。
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（１）　有効求人倍率（倍） （２）　新規求人倍率（倍）

（３）　雇用保険被保険者数（人） （４）　雇用保険受給者実人員（人）

※雇用保険被保険者数とは・・・一般的には、景気拡張期に上昇し、景気後退期に低下するものと言われています。

※雇用保険受給者実人員とは・・・一般的には、景気拡張期に低下し、景気後退期に増加するものと言われています。

雇用情勢調 ※川口市経済レポートより抜粋

※求人倍率とは・・・公共職業安定所（ハローワーク）でどれだけの人が職を求めていて、それに対してどれだけの求人があるかという割合を示しています。求人倍率が高い
ほど、雇用・景気が好調であることを示していると言われています。

（年平均） （年平均）

（年平均） （年平均）

0.42
0.38

0.52
0.56

0.48
0.55

0.7

0.86

1.02
0.98

0.74

0.43
0.36

0.49
0.54 0.51

0.7

0.82

0.99

1.17

1.26

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Ｈ10Ｈ11Ｈ12Ｈ13Ｈ14Ｈ15Ｈ16Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30

109,676
108,190107,108107,653106,564106,306

108,513109,625
111,289

113,555
115,884116,726

118,151
119,465119,921

122,160
124,932

127,616

131,641

138,240

142,055

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

Ｈ10Ｈ11Ｈ12Ｈ13Ｈ14Ｈ15Ｈ16Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30

5,513
5,801

5,432 5,417 5,506

4,549

3,583

3,188
2,874

2,696 2,630

4,154
3,988

3,438
3,121

2,868

2,503 2,370
2,130 1,992 1,961

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000

Ｈ10Ｈ11Ｈ12Ｈ13Ｈ14Ｈ15Ｈ16Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30

0.83
0.78

0.97
1.04

0.9
0.97

1.15

1.4

1.6
1.49

1.07

0.68 0.64

0.81
0.87 0.85

1.19

1.37

1.66

1.94

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Ｈ10Ｈ11Ｈ12Ｈ13Ｈ14Ｈ15Ｈ16Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30

-  6  -



（１）　全産業（円）

（２）　特定（産業別）（円）

埼玉県最低賃金額改正調 ※埼玉県労働局ＨＰより

※全国の平成１４年度以前の額は調査中。
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非鉄金属製造業

電子部品・デバイス・電気回路、電気機械

器具、情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

光学機械医療器具・レンズ、時計・同部分

品製造業

各種商品小売業

自動車小売業
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（１）消費者物価指数

（２）名目賃金指数

景気動向指標調 ※毎月勤労統計調査より抜粋

※消費者物価指数とは・・・消費者の手にわたる時のモノやサービスの値段の総合的な水準を表すもの。一般的に、好景気であれば、商品の値段が高くてもモノは売れるた
め、指数は上がる傾向にある。

※名目賃金指数とは・・・一般的には現金で支給された給与額を表す指数で、前年度比で表される。
　 全国の平成２４年以前の数値は調査中。
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（１）給料
自治体名 市長 順位 副市長 順位

宇都宮市 1,109,200 4 902,400 4

川口市 1,077,240 5 885,480 5

船橋市 1,076,000 6 818,000 7

八王子市 1,110,000 3 940,000 2

姫路市 1,180,000 1 960,000 1

松山市 1,030,400 7 845,060 6

鹿児島市 1,154,000 2 931,000 3

同規模
中核市平均

1,105,263 － 897,420 －

（２）年収
自治体名 市長 順位 副市長 順位

宇都宮市 19,233,528 4 15,647,616 5

川口市 19,125,308 5 15,720,806 4

船橋市 20,896,780 1 15,886,214 3

八王子市 19,447,200 3 16,468,800 2

姫路市 20,101,500 2 16,617,772 1

松山市 16,507,008 7 13,537,861 7

鹿児島市 18,487,080 6 14,914,620 6

同規模
中核市平均

19,114,058 － 15,541,956 －

【削減】期末手当　市長▲15％　副市長▲10％

【削減】本俸　市長▲8％　副市長▲6％
【期間】H31.4.1～R2.3.31（毎年更新）

備考

【削減】本俸　市長以下▲6％
【期間】H20.4.1～R2.3.31（毎年更新）

【削減】本俸　市長以下▲6％
【期間】H15.4.1～当分の間

【削減】本俸　市長▲8％　副市長▲6％
【期間】H31.4.1～R2.3.31（毎年更新）

同規模中核市（人口50万人以上）特別職の給料及び年収一覧（平成31年4月1日現在）

備考

【削減】本俸　市長以下▲6％
【期間】H20.4.1～R2.3.31（毎年更新）

【削減】本俸　市長以下▲6％
【期間】H15.4.1～当分の間
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1,109,200
1,077,240 1,076,000

1,110,000
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1,154,000
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宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 同規模

中核市平均

（１）同規模中核市（人口50万人以上）の市長の給料（単位：円）
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（２）同規模中核市（人口50万人以上）の副市長の給料（単位：円）
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19,447,200
20,101,500

16,507,008

18,487,080
19,114,058

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

19,000,000

20,000,000

21,000,000

22,000,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 同規模

中核市平均

（１）同規模中核市（人口50万人以上）の市長の年収（単位：円）

15,647,616 15,720,806 15,886,214
16,468,800 16,617,772

13,537,861

14,914,620
15,541,956

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 同規模

中核市平均

（２）同規模中核市（人口50万人以上）の副市長の年収（単位：円）
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4.40月 1,146,000円 942,000円 3.40月

(-0.25月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% (-0.20月)

4.40月 1,146,000円 942,000円 3.40月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.45月 1,146,000円 942,000円 3.40月

(0.05月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.45月 1,146,000円 942,000円 3.40月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.50月 1,146,000円 942,000円 3.40月

(0.05月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.50月 1,146,000円 942,000円 3.40月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.15月 1,146,000円 942,000円 3.15月

(-0.35月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% (-0.25月)

3.95月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(-0.20月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% (-0.15月)

3.95月 1,146,000円 942,000円 3.00月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

3.95月 1,146,000円 942,000円 3.00月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

3.95月 1,146,000円 942,000円 3.00月

改定なし 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.10月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(0.15月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.20月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(0.10月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.30月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(0.10月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.40月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(0.10月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

4.45月 1,146,000円 942,000円 3.00月

(0.05月) 1,077,240円 ▲ 6.0% 885,480円 ▲ 6.0% 改定なし

※特別職は、上段が給料月額、下段がカット後の給料月額（カット率）

※賞与支給率のカッコ内は、前年度との比較月数

平成27年度 323,422円 0.27%

平成26年度 331,607円 改定なし

平成29年度 315,653円 0.10%

平成28年度 319,098円 0.10%

平成21年度

平成22年度 347,333円

335,888円平成23年度

▲ 0.17%

▲ 0.15%

平成24年度

平成30年度 315,342円 0.10%

平成25年度 332,047円

▲ 0.21%

改定なし

改定なし

43.2

42.7

332,139円

41.3

41.1

353,718円

41.5

41.4

40.7

40.1

39.9

39.8

賞与支給月数

特 別 職

43.3

43.11

44.1

44.3

一般職と常勤特別職の給与の変遷（川口市）

市長 副市長

一 般 職

給料月額 給料改定率
平均年齢
（年・月）

賞与支給月数

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

369,495円

374,008円

375,426円

374,076円

368,653円

360,548円

44.2

43.8

▲ 0.97%

改定なし

▲ 0.32%

改定なし

0.16%

改定なし
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自治体名 人口 順位 議員定数 順位
議員1人当たり

人口
順位

宇都宮市 521,001 6 45 4 11,578 6

川口市 604,675 2 42 6 14,397 1

船橋市 640,012 1 50 1 12,800 3

八王子市 561,407 4 40 7 14,035 2

姫路市 536,192 5 47 3 11,408 7

松山市 511,649 7 43 5 11,899 5

鹿児島市 602,359 3 50 1 12,047 4

同規模
中核市平均

568,185 － 45 － 12,595 －

同規模中核市（人口50万人以上）人口関係一覧（平成31年4月1日現在）
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521,001

604,675
640,012

561,407
536,192

511,649

602,359
568,185

350,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（１）同規模中核市（人口50万人以上）の各市の人口（単位：人）

45 42
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47 43

50 45
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宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（２）同規模中核市（人口50万人以上）の議員定数（単位：人）

11,578

14,397

12,800

14,035

11,408
11,899 12,047

12,595

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（３）同規模中核市（人口50万人以上）の議員1人当たり人口（単位：人）
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（１）月額報酬
自治体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位

宇都宮市 800,000 2 710,000 3 670,000 3

川口市 728,000 7 664,000 6 621,000 5

船橋市 759,000 4 686,000 4 613,000 6

八王子市 750,000 5 680,000 5 610,000 7

姫路市 823,000 1 747,000 1 685,000 2

松山市 732,000 6 654,000 7 623,000 4

鹿児島市 790,000 3 738,000 2 686,000 1

同規模
中核市平均

768,857 － 697,000 － 644,000 －

（２）年収
自治体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位

宇都宮市 13,872,000 2 12,311,400 2 11,617,800 2

川口市 12,641,720 6 11,530,360 6 10,783,665 4

船橋市 13,161,060 3 11,895,240 4 10,629,420 6

八王子市 13,140,000 4 11,913,600 3 10,687,200 5

姫路市 14,270,820 1 12,952,980 1 11,877,900 1

松山市 11,726,640 7 10,477,080 7 9,980,460 7

鹿児島市 12,655,800 5 11,822,760 5 10,989,720 3

同規模
中核市平均

13,066,863 － 11,843,346 － 10,938,024 －

同規模中核市（人口50万人以上）議員報酬及び年収一覧（平成31年4月1日現在）
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800,000

728,000

759,000
750,000

823,000

732,000

790,000
768,857

680,000
700,000
720,000
740,000
760,000
780,000
800,000
820,000
840,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（１）同規模中核市（人口50万人以上）の議長報酬（単位：円）

710,000

664,000

686,000 680,000

747,000

654,000

738,000

697,000

600,000
620,000
640,000
660,000
680,000
700,000
720,000
740,000
760,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（２）同規模中核市（人口50万人以上）の副議長報酬（単位：円）

670,000

621,000
613,000 610,000

685,000

623,000

686,000

644,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

680,000

700,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（３）同規模中核市（人口50万人以上）の議員報酬（単位：円）
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13,872,000

12,641,720
13,161,060 13,140,000

14,270,820

11,726,640

12,655,800
13,066,863
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10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（１）同規模中核市（人口50万人以上）の議長年収（単位：円）

12,311,400
11,530,360

11,895,240 11,913,600

12,952,980

10,477,080

11,822,760 11,843,346

8,000,000

9,000,000
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11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（２）同規模中核市（人口50万人以上）の副議長年収（単位：円）

11,617,800

10,783,665 10,629,420 10,687,200

11,877,900

9,980,460

10,989,720 10,938,024

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

宇都宮市 川口市 船橋市 八王子市 姫路市 松山市 鹿児島市 中核市平均

（人口50万人以上）

（３）同規模中核市（人口50万人以上）の議員年収（単位：円）
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